
 

○議長（竹島ユリ子君） ４番 川﨑和夫君。 

○４番（川﨑和夫君） おはようございます。４番の川﨑和夫です。 

質問に入る前に、去る４月の選挙で住民の皆様方の温かいご支援で当選することがで

きました。ここに感謝申し上げます。また、今後とも温かいご支援とご支持をお願いし

たいと思います。 

それでは、通告によりまして質問に入らせていただきます。 

きょうの質問については、私の公約にも掲げております男女共同参画についてどのよ

うに考えるかということで質問いたします。 

質問の要点は２つあります。 

１つ目は、舟橋村としてプランまたは条例の制定に向けて行動するかどうか。２つ目

は、舟橋村の男女共同参画推進員の村としての設置についてであります。 

国は、平成１１年６月に男女共同参画社会基本法を公布、施行しました。その中で、

５つの基本理念を掲げて、国や地方自治体と、国民が果たさねばならない役割を定めて

おります。 

１つは男女の人権の尊重であります。２つ目には社会における制度または慣行につい

ての配慮、３番目、政策等の立案及び決定への共同参画、４番目に家庭生活における活

動と他の活動との両立、５番目に国際的協調、この５つの基本理念を掲げてやっておる

わけです。また、地方公共団体の責務として、基本理念に基づき、男女共同参画社会づ

くりのための施策に取り組むと。地域社会の特性を生かした施策も展開となっておりま

す。 

富山県においても、富山県男女共同参画推進条例を平成１３年４月１日に制定しまし

た。上市町では平成１４年１０月３１日、魚津市では平成１６年３月１７日、黒部市で

は平成１３年３月に男女共同参画プランを策定し、県内の市町村で村は舟橋村だけにな

っておりますが、他の行政地区ではほとんどが条例あるいはプランを策定し、それぞれ

の市町において、それぞれの特色を生かしたプランや条例づくりが進んでおります。 

舟橋村においても、村づくりの基本構想で個性が尊重される村の中で、また総合計画

後期基本計画の中でも男女共同参画をうたっておりますが、どのような形で推進してい

るのかお聞かせ願いたいと思います。 

昭和５５年に、富山県男女共同参画推進員の設置で、２年に一度、約５７０名の推進

員が委嘱されてきました。以来、舟橋村においても多くの方が推進員として参加されて



 

活躍されてこられました。現在、舟橋村には県から委嘱された男性１名、女性２名、計

３名が推進員として活動されており、啓発活動を行っております。しかしながら、浸透

あるいは認識という面から見ると十分とは言えず、他の市や町に比べると取り組みが遅

れているのではないかと思っております。 

舟橋村において、去る５月７日臨時議会で竹島ユリ子議長が就任されました。県内市

町村議会の女性議長は２人目であり、また町村議会では初めての女性議長が誕生したの

を機に、男女共同参画社会の基盤整備に努めていくにはいい機会ではないかと思ってお

ります。 

今後の社会のあり方を決定する男女共同参画社会の実現に向けてプランの推進、また

は条例化についての検討についてお伺いしたいと思います。 

次に、県の委嘱の推進員の方はおられるのですが、村単独としての男女共同参画推進

員の制度を条例化して、男女共同参画推進員を委嘱、配置し、県と村との推進員が両輪

となって共同参画社会づくりに取り組んでいけばいいと思いますが、当局のお考えをお

聞きしたいと思います。 

以上です。 

○議長（竹島ユリ子君） 村長 金森勝雄君。 

○村長（金森勝雄君） ４番川﨑議員のご質問にお答えいたします。 

男女共同参画についてでありますが、議員の質問の要旨にあります指摘は、本村は男

女共同参画にかかわる条例等が未整備であり、近隣の市町では既に整備が整っている、

行政の取り組みは活発に行われている。行政を含めて村民の認知度、理解度が著しく低

くなっている、こういうことは大変遺憾なことであるという厳しいご批判をいただいた

ところでございます。 

本村におきましては、現在、選挙管理委員会や教育委員会など行政委員会に女性がで

きるだけ起用されるように努めておりますし、また男女共同参画の推進に心がけている

ところでございますけれども、今ご指摘のとおり隣接市町に比べて取り組みが低いとい

うことは否めないと思っております。 

私は、総合計画の後期基本計画の「個性が尊重されるまち」の中に男女共同参画を位

置づけておりまして、男女が対等な立場で認め合いながら、社会を支え、責任と利益を

分かち合えることのできる社会の実現に取り組んでまいりたいと思っております。また、

富山県の新総合計画「未来とやま」の「多彩な県民活動の推進」にも男女共同参画の推



 

進が掲げられており、県民の女性委員の割合など参考指標も盛り込まれておりますので、

本村の計画と一体化を視野にした施策を展開してまいりたいと考えております。そのた

めには、早い機会に村民の男女平等に係る意識調査を実施いたしまして、男女共同参画

社会実現に向けての基本計画、いわゆるプランづくりに努めてまいる所存でございます。 

また、県の委嘱による３名の推進員がおいでになるわけでございますけれども、今後

は自治会からも推薦をいただくように、そして単独の委員も含めて増員を図ってまいる

というふうに考えておるわけでございますので、こういった２１世紀にふさわしい舟橋

村ということを考えたときには、ご指摘のとおり男女共同参画社会の実現が私は最も重

要だと思っております。そういった姿勢で今後とも取り組んでまいる所存でございます

ので、どうかご理解賜りますようお願い申し上げまして、私の答弁にかえさせていただ

きます。 

よろしくお願い申し上げます。 

 


